
留 萌 市 議 会 だ よ り

もくじ

議会
こんにちはこんにちはこんにちはこんにちはこんにちはこんにちはこんにちは

です
Ｐ ８～９

Ｐ10～12

Ｐ13

Ｐ14

Ｐ15

留萌市議会議員の報酬等の額の

改正について

平成28年第１回定例会で可決した

一般会計予算について

各常任委員会からの報告

第１回定例会一般質問項目

予算審査特別委員会からの報告

地方創生及び総合計画に関する

特別委員会からの経過報告

各組合議会からの報告

こんなことが決まりました

連載 議会あの日あのとき　ほか

89

第　　　　号留萌市議会だより 120

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

 ・

留萌市議会議員の報酬等の額の改正について

　平成28年３月１日から14日まで開催された第１
回定例会において、「留萌市特別職員給与条例及び
留萌市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手
当に関する条例の一部を改正する条例」の制定につ
いて提案され可決しました。
　これは、留萌市特別職報酬等審議会からの答申を
踏まえ、特別職員の給料額を引き下げるほか、期末
手当の支給割合を一般職員に準ずるため、「留萌市
特別職員給与条例」の一部を改正しました。併せて
留萌市議会の議員報酬額を引き下げるほか、期末手
当の支給割合を特別職員に準ずるため、「留萌市議
会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関す
る条例」の一部を改正し、４月１日から施行されま
した。
　留萌市議会の議員報酬額については、９年４月に

改定されて以来、条例本則の額は18年間据え置か
れ、さらに財政事情を考慮し、特別職員と同様に
16年度から自ら削減（議長：348,500円、副議長：
306,000円、議員：280,500円）してきました。
　新たに見直された給料・報酬額は次のとおりです。
●条例による新旧の給料・報酬額

条例による
旧給料・報酬額

条例による
新給料・報酬額 増減

市　長 900,000 円 830,000 円 ▲ 70,000 円

副市長 720,000 円 680,000 円 ▲ 40,000 円

教育長 620,000 円 580,000 円 ▲ 40,000 円

議　長 410,000 円 380,000 円 ▲ 30,000 円

副議長 360,000 円 340,000 円 ▲ 20,000 円

議　員 330,000 円 310,000 円 ▲ 20,000 円

留萌市議会議員の報酬等の額の改正について

ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼
品
に
つ

い
て

　

平
成
28
年
２
月
19
日
に
第
１
常

任
委
員
会
が
行
わ
れ
、
地
域
振
興

部
よ
り
28
年
度
の
主
要
事
業
予
算

が
報
告
さ
れ
「
留
萌
市
応
援
寄
附

事
業
（
ふ
る
さ
と
納
税
）」
に
つ

い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
は
、
ふ
る
さ
と

に
対
す
る
意
識
と
誇
り
を
育
み
、

留
萌
の
応
援
団
の
輪
を
広
げ
る
こ

と
に
よ
り
、
新
た
な
財
源
確
保
や

マ
チ
の
活
性
化
を
目
指
し
ま
す
。

　

市
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
の
寄
附

者
に
対
し
返
礼
品
を
見
直
し
、
34

種
類
か
ら
選
べ
る
よ
う
に
し
ま

す
。

　

ま
た
、
郵
便
局
で
の
払
込
方
法

に
加
え
、
新
た
に
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ

ー
ド
に
よ
る
決
済
を
導
入
し
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
申
し
込
み
か

ら
納
付
ま
で
を
行
え
る
よ
う
に
し

ま
す
。

▲返礼品の例「数の子」

第
１
常
任
委
員
会

か

ら

の

報

告
※写真はイメージです

平成28年第１回定例会で可決した一般会計予算について

総務費（2.4％）
3億2,560万円

その他（7.1％）
9億3,814万円

民生費（27.1％）
35億8,361万円

衛生費（11.6％）
15億2,939万円

土木費（15.3％）
20億1,914万円

教育費（7.1％）
9億4,624万円

公債費（14.1％）
18億6,029万円

職員給与費（12.1％）
15億9,811万円

留萌市
一般会計予算

132億2,489万円
（平成28年度）

労働・農林水産・商工費
（2.3％）

3億661万円

議会費（0.9％）1億1,776万円

①議員報酬・手当等 8,197万円（69.6％）
・議員報酬  ................................................6,072万円
・議員期末手当.......................................2,125万円

②共済費 2,461万円（20.9％）
・議員共済会負担金 2,461万円

③旅費 440万円（3.7％）
④委託料 493万円（4.2％）

・会議録データベース化委託料...........346万円
・議会報作成委託料 ....................................70万円
・議会一般質問ＦＭラジオ放送業務委託料 
　 ........................................................................77万円

⑤その他 185万円（1.6％）
・通信運搬費、消耗品費、機器等購入費など

　市の平成28年第１回定例会で可決した一
般会計予算は、132億2,489万円で前年度当
初予算と比べて4億8,397万円、3.5％減少し
ました。
　また、市議会の予算は、1億1,776万円で
前年度当初予算と比べて61万円、0.5％減少
しました。市議会の予算が、市の予算に占め
る割合は0.9％でその主な内訳と予算に占め
る割合は次のとおりです。

保
育
料
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
２
月
18
日
開
催
の
第

２
常
任
委
員
会
で
教
育
委
員
会
の

報
告
事
項
と
し
て
、
多
子
世
帯
・
ひ

と
り
親
世
帯
に
対
す
る
保
育
料
の

負
担
軽
減
等
に
係
る
国
の
制
度
改

正
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

　

28
年
度
か
ら
の
改
正
内
容
は
、

保
育
所
保
育
料
の
軽
減
と
し
て
、

年
収
３
６
０
万
円
未
満
相
当
の
多

子
世
帯
を
対
象
に
第
１
子
目
の
年

齢
制
限
を
撤
廃
し
、
第
２
子
以
降

の
保
育
料
を
半
額
、
第
３
子
以
降

を
無
料
と
し
ま
す
。

　

ひ
と
り
親
世
帯
の
保
育
所
保
育

料
を
世
帯
年
収
３
６
０
万
円
未
満

の
場
合
、
第
１
子
は
半
額
、
第
２

子
以
降
を
無
料
と
し
ま
す
。

　

幼
稚
園
保
育
料
の
軽
減
内
容

は
、
世
帯
年
収
３
６
０
万
円
未
満

相
当
の
多
子
世
帯
を
対
象
に
第
１

子
目
の
年
齢
制
限
を
撤
廃
し
、
第

２
子
以
降
の
保
育
料
を
半
額
程

度
、
第
３
子
以
降
を
全
額
補
助
し

ま
す
。
ま
た
、
ひ
と
り
親
世
帯
の

幼
稚
園
保
育
料
を
世
帯
年
収
が

２
７
０
万
円
未
満
の
場
合
、
第
１

子
よ
り
無
償
化
。
３
６
０
万
円
未

満
の
場
合
、
第
１
子
を
半
額
程

度
、
第
２
子
以
降
を
無
償
化
と
し

ま
す
。

第
２
常
任
委
員
会

か

ら

の

報

告

●「政務活動費」の凍結について
　「政務活動費」は、平成24年の地方自治法
の改正に伴い、名称と交付の目的が「議員の
調査研究その他の活動に資するため」に改め
られ、その経費の範囲や使途の透明性の確保
などに対応する条例改正が必要となりまし
た。
　市議会では、27年度において留萌市議会
政務活動費交付条例の一部を改正しました
が、28年度の政務活動費については、議会
内での制度に対する認識を深める必要がある
と判断し、一年間凍結することとしました。

●「行政視察」の再開について
　「行政視察」とは、市政の発展と向上のた
め、常任委員会などで視察目的を定め、先進
的な取り組みを行っている自治体などを訪問
し、つぶさに見てまわり、関係者から説明を
受けるなどの研修を行うことです。
　市議会では「行政視察」の重要性を認識し
ながらも、市の財政状況を考慮し、予算を必
要とする行政視察は自主的に実施していませ
んでしたが、各自治体の実情や現状を把握す
ることの必要性から、新・財政健全化計画の
終了を機に再開することに決定しました。
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問
一　

市
の
除
雪
作
業
に
つ
い
て

　

昨
シ
ー
ズ
ン
市
に
寄
せ
ら
れ
た

「
玄
関
先
に
雪
を
残
す
こ
と
」
へ

の
苦
情
は
56
件
。
苦
情
に
対
し
て

市
は
「
幹
線
を
優
先
的
に
短
時
間

で
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
ず
、

か
き
分
け
た
雪
が
ど
う
し
て
も
玄

関
先
に
残
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
玄

関
先
や
車
庫
前
に
置
か
れ
た
雪
は

各
ご
家
庭
で
除
雪
を
お
願
い
し
ま

す
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
と
聞
く

が
、「
自
分
が
除
雪
し
た
後
に
、

除
雪
車
が
置
い
て
い
く
硬
い
雪
の

塊
を
ご
家
庭
で
お
願
い
し
ま
す
」

と
は
理
不
尽
で
あ
る
。

　

他
市
で
は
、
除
雪
車
の
排
土
板

に
サ
イ
ド
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
取
り
付

け
る
な
ど
、
玄
関
先
に
雪
塊
を
置

か
な
い
努
力
が
行
わ
れ
て
い
る
例

も
あ
る
。
市
と
し
て
も
考
え
る
必

要
が
あ
る
と
思
う
が
い
か
が
か
。

に
膨
れ
上
が
る
と
い
う
こ
と
で
ご

理
解
い
た
だ
き
た
い
。

問
二　

市
役
所
窓
口
住
民
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て

　

市
役
所
に
お
け
る
住
民
票
や
印

鑑
証
明
交
付
な
ど
の
窓
口
業
務
の

一
部
だ
け
で
も
、
市
民
の
利
便
性

を
考
え
、
マ
チ
の
中
の
空
き
店
舗

や
る
も
い
プ
ラ
ザ
の
中
に
開
設
す

る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
お
聞

き
す
る
。

答
二　

以
前
、
婦
人
の
家
で
住
民

票
や
印
鑑
証
明
交
付
な
ど
の
窓
口

を
開
設
し
た
が
、
即
日
交
付
が
で

き
な
い
た
め
、
利
用
者
が
少
な
く

な
り
廃
止
し
た
。
平
成
24
年
度
か

ら
国
の
事
業
を
活
用
し
て
、
る
も

い
プ
ラ
ザ
に
消
費
者
被
害
防
止
セ

ン
タ
ー
を
開
設
し
て
い
る
が
、
住

民
票
な
ど
の
窓
口
交
付
に
つ
い
て

は
、
人
的
配
置
や
設
備
の
費
用
対

効
果
を
考
え
る
と
厳
し
い
と
判
断

し
て
い
る
。　

答
一　

サ
イ
ド
シ
ャ
ッ
タ
ー
は
、

幅
員
の
狭
い
生
活
道
路
で
は
効
果

を
発
揮
で
き
な
い
こ
と
や
氷
塊
や

硬
い
雪
の
作
業
に
対
す
る
懸
念
か

ら
導
入
し
て
い
な
い
。

問
二　

子
ど
も
の
体
力
・
運
動
能

力
向
上
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
度
実
施
の
全
国
体

力
・
運
動
能
力
、
運
動
習
慣
等
調

査
の
結
果
、
市
の
中
学
２
年
生
女

子
に
つ
い
て
、
総
合
的
に
は
全
国

水
準
に
近
づ
い
て
い
る
も
の
の
20

メ
ー
ト
ル
シ
ャ
ト
ル
ラ
ン
や
握
力

が
極
端
に
低
い
な
ど
危
惧
さ
れ

る
。
一
校
一
実
践
の
努
力
な
ど
と

と
も
に
、
ス
ポ
ー
ツ
や
遊
び
が
日

常
的
に
で
き
る
環
境
整
備
が
急
が

れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

冬
期
間
、
子
ど
も
た
ち
が
手
軽

に
ス
キ
ー
が
で
き
て
雪
と
親
し
む

こ
と
も
で
き
る
場
と
し
て
、
神
居

岩
ス
キ
ー
場
の
再
開
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

答
二　

神
居
岩
ス
キ
ー
場
は
、
留

萌
体
育
協
会
、
留
萌
ス
キ
ー
連
盟

と
の
協
議
の
も
と
で
開
放
し
て
い

る
が
、
今
後
の
在
り
方
に
つ
い
て

は
再
度
協
議
を
し
て
い
き
た
い
。

問
一　

船
場
公
園
指
定
管
理
者
選

定
に
つ
い
て

　

今
年
２
月
19
日
の
第
１
常
任
委

員
会
に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
選

定
過
程
で
応
募
手
続
き
の
瑕
疵

（
か
し
）
や
審
査
の
不
十
分
さ
に

つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。
申
込
締
切

後
に
改
め
て
提
出
さ
れ
た
書
類
に

つ
い
て
の
扱
い
や
経
過
に
つ
い
て

お
伺
い
し
た
い
。申
し
込
み
の
際
、

法
人
の
事
業
目
的
が
応
募
条
件
を

満
た
し
て
い
な
い
点
や
書
類
提
出

が
遅
れ
た
こ
と
に
対
す
る
説
明
は

あ
っ
た
の
か
。
登
記
簿
謄
本
に
は

10
年
前
に
辞
任
し
て
い
た
役
員
の

名
前
が
記
載
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た

が
、重
大
な
問
題
で
は
な
い
の
か
。

　

役
員
変
更
に
か
か
る
登
記
変
更

手
続
を
10
年
間
放
置
し
て
い
た
法

人
は
、審
査
項
目
の
３
に
あ
る「
事

業
計
画
書
に
沿
っ
た
管
理
を
行
う

人
員
、
資
産
そ
の
他
の
能
力
を
有

し
て
い
る
こ
と
」
に
違
反
し
て
い

る
。
こ
れ
は
商
業
登
記
に
お
い
て

も
義
務
違
反
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴

い
申
込
期
限
の
12
月
30
日
時
点
で

は
登
録
免
許
税
が
完
了
し
て
い
な

い
。
申
し
込
み
規
定
２
の
「
留
萌

市
税
及
び
消
費
税
等
を
滞
納
し
て

い
る
団
体
又
は
そ
の
代
表
者
」
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
り
説
明
を
願

い
た
い
。

答
一　

登
記
簿
謄
本
の
写
し
は
、

申
し
込
み
資
格
に
あ
る
「
団
体
」

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
の

書
類
で
あ
り
、
変
更
し
た
の
は
事

業
目
的
。
登
記
を
10
年
間
変
更
し

て
い
な
か
っ
た
の
は
長
過
ぎ
だ
が

企
業
の
中
で
の
事
情
も
あ
り
、
正

し
い
会
社
の
構
成
に
し
て
も
ら
い

た
い
。

　

登
記
手
続
き
中
、
司
法
書
士
と

の
間
で
書
類
に
不
備
が
あ
り
、
遅

れ
た
と
聞
い
た
。

問
一　

笑
い
を
活
用
し
た
健
康
の

取
り
組
み
に
つ
い
て

　

道
で
は
、
今
年
か
ら
８
月
８
日

を
「
道
民
笑
い
の
日
」
に
制
定
し
、

全
国
順
位
で
下
位
に
留
ま
っ
て
い

る
道
の
健
康
寿
命
を
延
ば
す
た
め

の
施
策
を
進
め
て
い
く
と
の
報
道

が
あ
っ
た
。

　

市
に
お
い
て
も
、
笑
い
の
効
用

を
啓
発
し
、
笑
い
に
特
化
し
た
出

前
講
座
や
イ
ベ
ン
ト
を
開
く
考
え

計
画
の
課
題
は
老
朽
化
し
た
公
共

施
設
の
改
築
や
長
寿
命
化
計
画
に

よ
る
施
設
維
持
、
9
年
ぶ
り
の
赤

字
予
算
と
な
っ
た
病
院
事
業
会
計

へ
の
支
援
な
ど
が
あ
る
。
市
立
病

院
の
改
革
プ
ラ
ン
で
は
、
今
後
も

医
師
確
保
に
取
り
組
み
、
市
立
病

院
が
担
う
医
療
に
対
す
る
適
切
な

病
床
配
置
を
検
討
す
る
。

　

公
共
施
設
に
つ
い
て
は
、
留
萌

市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
の

中
で
定
期
点
検
や
診
断
の
実
施
方

針
、
耐
震
化
の
実
施
方
針
な
ど
を

基
に
、
個
々
の
施
設
の
個
別
計
画

を
作
成
す
る
。
ま
た
、
優
先
順
位

の
高
い
施
設
に
つ
い
て
は
、
コ
ス

ト
の
縮
減
を
図
り
つ
つ
長
く
使
い

続
け
る
こ
と
を
目
指
す
。
新
た
に

市
役
所
本
庁
舎
を
建
設
す
る
に
は

多
額
の
費
用
を
要
す
る
。
中
期
財

政
計
画
で
示
し
た
財
政
規
律
も
あ

り
、
今
後
5
年
間
で
は
計
画
は
で

き
な
い
。
他
の
公
共
施
設
も
含
め

て
総
合
的
に
判
断
し
て
結
論
を
出

し
た
い
。

　

ふ
る
さ
と
納
税
に
つ
い
て
は
、

　
　
　

市
政
運
営
に
つ
い
て

　

平
成
27
年
度
で
終
了
す
る
新
・

留
萌
市
財
政
健
全
化
計
画
、
市
立

病
院
改
革
プ
ラ
ン
の
今
後
に
向
け

た
課
題
に
つ
い
て
の
見
解
、
収
入

確
保
策
と
し
て
の
ふ
る
さ
と
納
税

に
つ
い
て
基
本
的
な
考
え
方
と
取

り
組
み
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。
ま

た
、
人
口
減
少
対
策
と
し
て
の
交

流
人
口
拡
大
に
向
け
た
取
り
組
み

と
課
題
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た

い
。

　
　
　

新
・
留
萌
市
財
政
健
全
化

平
成
28
年
度
に
新
た
に
3
つ
の
寄

附
金
の
区
分
を
設
け
、
そ
れ
ぞ
れ

に
応
じ
た
返
礼
品
を
予
定
し
て
い

る
。

　

交
流
人
口
拡
大
に
向
け
た
課
題

は
、
海
水
浴
を
中
心
に
し
た
通
過

型
観
光
で
あ
る
こ
と
、
観
光
事
業

者
が
創
業
で
き
な
い
こ
と
、ま
た
、

外
国
人
の
宿
泊
数
も
他
の
地
域
と

比
べ
て
少
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と

で
あ
る
。

　
　
　

経
済
安
定
・
活
性
化
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ

　

人
口
減
・
雇
用
対
策
に
は
、
実

態
経
済
の
分
析
が
基
本
に
な
る
。

政
策
の
効
果
を
測
定
す
る
数
値
と

し
て
、
産
業
別
法
人
市
民
税
と
景

気
動
向
指
数
分
析
を
提
案
す
る
。

計
画
か
ら
評
価
へ
の
流
れ
を
民
間

並
み
の
ス
ピ
ー
ド
で
行
う
必
要
が

あ
る
と
思
う
が
ど
う
か
。

　

人
口
の
社
会
減
対
策
と
し
て
、

転
入
増
加
目
標
を
達
成
さ
せ
る
具

体
的
施
策
を
伺
い
た
い
。
ふ
る
さ

と
納
税
の
積
極
的
な
取
り
組
み
を

要
望
し
、
返
礼
品
を
広
げ
る
企
業

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
提
案
す

る
。
転
出
抑
制
策
と
し
て
、
市
立

病
院
の
空
病
床
エ
リ
ア
を
区
分
所

有
化
し
た
民
間
売
却
・
賃
貸
な
ど

は
考
え
ら
れ
な
い
か
。　
　

答
一　

人
口
減
・
雇
用
対
策
に
つ

い
て
は
、
留
萌
商
工
会
議
所
と
意

見
交
換
し
、
速
や
か
な
反
映
に
努

め
た
い
。
新
し
い
農
業
の
ほ
か
、

子
育
て
環
境
の
充
実
を
図
り
た

い
。
返
礼
品
を
増
や
す
準
備
を
す

る
。

　

病
床
削
減
後
の
施
設
の
利
活
用

は
、
地
域
に
と
っ
て
も
有
効
と
考

え
て
お
り
、
多
く
の
情
報
を
収
集

し
た
い
。

問
二　

地
域
内
循
環
経
済
を
目
指

す
た
め
の
戦
略
と
方
策
に
つ
い
て

　

地
域
内
で
お
金
を
回
す
仕
組
み

が
重
要
で
あ
り
、
道
内
で
も
実
績

が
あ
る
振
興
基
本
条
例
の
制
定
を

望
む
。
各
種
の
経
済
補
助
金
が
あ

る
が
、
効
果
は
ど
う
か
。
先
出
し

方
式
で
は
な
く
、
企
業
育
成
の
観

点
か
ら
税
デ
ー
タ
を
活
用
し
た
新

た
な
後
出
し
も
し
く
は
、
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
方
式
を
提
案
す
る
。

答
二　

現
在
は
、
目
的
に
対
す
る

補
助
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

一
定
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。

　

新
た
な
補
助
政
策
に
つ
い
て

は
、
補
助
金
な
ど
の
制
度
の
新
設

に
関
す
る
規
定
の
定
義
な
ど
か
ら

難
し
い
と
認
識
す
る
。

問
一　

中
期
財
政
計
画
に
つ
い
て

　

今
後
再
び
財
政
の
危
機
的
状
況

に
陥
ら
な
い
財
政
運
営
を
進
め
る

た
め
に
策
定
し
た
、
５
年
間
に
及

ぶ
「
中
期
財
政
計
画
」
に
よ
る
と
、

平
成
28
年
度
と
32
年
度
は
黒
字
見

込
み
だ
が
、
29
年
度
か
ら
31
年
度

に
か
け
3
年
間
で
1
億
８
千
万
円

の
赤
字
が
見
込
ま
れ
て
い
る
。
こ

の
主
な
要
因
を
お
聞
き
し
た
い
。

　

ま
た
、
始
め
か
ら
赤
字
が
見
込

ま
れ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
赤
字

見
込
み
を
補
う
た
め
に
ど
の
よ
う

な
施
策
を
考
え
て
い
る
の
か
お
伺

い
す
る
。

答
一　

5
年
間
の
見
通
し
の
中
で

不
安
感
が
残
る
部
分
で
病
院
の
問

題
の
話
を
し
た
が
、
こ
の
5
年
間

の
中
で
必
要
最
低
限
の
支
出
を
ど

う
し
て
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

部
分
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
退
職

金
な
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
一
気

平
成
28
年 
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例
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小
野
　
敏
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萌
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）

澤
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司
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議
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萌
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）
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議
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）
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悦
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萌
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）
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水
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（
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萌
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党
）
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一
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一
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二
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二
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一
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二
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二
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一

問
一

多くの課題と取り組みが必要な市
政運営（写真は市役所本庁舎）

▲

現状を打破する方策はたくさんある。
永続を目指した改革を

▲

市役所１階にある市民課窓口▲

除雪車の排土板に取り付けら
れたサイドシャッター

▲

マチの新しいシンボルとして期待
される船場公園

▲
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留 萌 市 議 会 だ よ り

来
、
胃
が
ん
に
１
０
０
％
か
か
ら

ず
、
家
族
へ
の
感
染
も
防
ぐ
こ
と

が
で
き
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
北
海
道
医
師
会
か
ら
も
政

策
要
望
が
出
て
い
る
と
聞
く
。　

市
も
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

答
二　

ま
だ
実
施
し
て
い
る
市
町

村
が
少
な
い
の
で
調
査
し
て
い

く
。

問
１　

将
来
を
見
据
え
た
ま
ち
づ

く
り
と
都
市
機
能
の
集
積
（
市
庁

舎
・
文
化
セ
ン
タ
ー
・
公
民
館
・

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
・
勤
労
者
体

育
セ
ン
タ
ー
）

　

将
来
の
理
想
的
な
マ
チ
の
姿
を

実
現
す
る
た
め
に
は
、
公
共
施
設

の
建
設
を
中
心
と
し
た
将
来
を
見

据
え
た
マ
チ
づ
く
り
と
、
都
市
機

能
の
集
積
が
不
可
欠
と
考
え
る
。

　

築
後
53
年
経
過
し
た
市
役
所
本

庁
舎
は
、
老
朽
化
が
進
み
、
耐
震

性
も
低
く
狭
あ
い
化
し
て
い
る
現

状
を
踏
ま
え
「
建
て
替
え
計
画
検

討
会
議
」
の
設
置
に
向
け
た
方
向

性
を
示
す
べ
き
で
は
。

　

文
化
セ
ン
タ
ー
、中
央
公
民
館
、

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
、
勤
労
者
体

育
セ
ン
タ
ー
建
て
替
え
に
向
け
て

の
現
状
と
今
後
の
進
め
方
を
伺
い

た
い
。

は
な
い
か
。
ま
た
、
継
続
的
に
進

め
る
た
め
に
、「
笑
顔
運
動
」や「
笑

顔
条
例
」
な
ど
の
取
り
組
み
を
し

て
は
ど
う
か
。

　

市
民
が
笑
っ
て
、
笑
顔
が
増
え

て
い
く
こ
と
で
健
康
以
外
に
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
波
及
効
果
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
啓
発
活
動
な
ど
に

つ
い
て
お
伺
い
し
た
い
。

答
一　

こ
れ
ま
で
も
市
の
広
報
誌

の
コ
ラ
ム
で
「
笑
う
こ
と
」
を
呼

び
か
け
て
き
た
。
健
康
い
き
い
き

サ
ポ
ー
タ
ー
な
ど
の
方
々
も
含

め
、
取
り
組
み
を
考
え
て
い
く
。

問
二　

中
学
生
に
対
す
る
ピ
ロ
リ

菌
の
検
査
・
除
菌
に
つ
い
て

　

日
本
人
の
死
因
の
上
位
で
あ
る

「
胃
が
ん
」
を
予
防
す
る
た
め
に

は
、
そ
の
原
因
と
さ
れ
る
ピ
ロ
リ

菌
の
除
菌
が
有
効
だ
と
言
わ
れ
て

い
る
。

　

な
か
で
も
、
身
体
へ
の
影
響
が

少
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
中
学
生

の
う
ち
に
除
菌
す
る
こ
と
で
将

答
１　

都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ

ン
に
掲
げ
た
将
来
都
市
構
造
の
概

念
と
と
も
に
平
成
28
年
度
公
表
予

定
の
、「
留
萌
市
公
共
施
設
等
総

合
管
理
計
画
」
に
掲
げ
る
施
設
の

統
廃
合
や
集
約
化
ま
た
は
延
命
化

な
ど
を
通
じ
て
、
マ
チ
づ
く
り
を

考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
今
後

は
「
市
公
共
施
設
等
総
合
管
理
計

画
」
に
沿
っ
た
施
設
の
適
正
配
置

を
検
討
し
て
い
く
中
で
「
ま
ち
な

か
集
約
」
な
ど
を
考
え
て
い
く
。

　

市
役
所
本
庁
舎
は
、
耐
震
化
や

建
て
替
え
に
つ
い
て
は
検
討
が
必

要
な
建
物
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し

て
い
る
。
老
朽
化
の
度
合
い
、
ほ

か
の
公
共
施
設
を
含
め
、
優
先
度

な
ど
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
、
必

要
に
応
じ
検
討
す
る
。

　

文
化
セ
ン
タ
ー
な
ど
４
施
設
に

つ
い
て
は
、
建
て
替
え
検
討
が
必

要
な
時
期
に
き
て
い
る
と
判
断
。

28
年
４
月
を
目
途
に
検
討
に
向
け

た
委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
33
年
４

月
を
目
途
に
「
建
て
替
え
に
向
け

て
の
基
本
構
想
」
を
策
定
す
る
。

問
一　

子
ど
も
を
産
み
育
て
や
す

い
環
境

　

市
の
少
子
化
対
策
で
は
、
安
心

し
て
妊
娠
・
出
産
で
き
る
環
境
を

整
備
す
べ
き
。
市
立
病
院
の
産
婦

人
科
の
現
状
と
今
後
に
つ
い
て
聞

き
た
い
。

　

病
児
保
育
事
業
実
施
に
向
け
た

検
討
状
況
と
今
後
、
事
業
実
施
す

る
予
定
は
あ
る
か
。

答
一　

平
成
17
年
度
か
ら
出
張
医

体
制
と
な
り
、
常
時
２
人
の
医
師

が
い
た
が
、
昨
年
９
月
か
ら
出
張

医
１
人
体
制
と
な
り
帝
王
切
開
、

緊
急
手
術
の
受
け
入
れ
が
で
き
な

く
な
り
、
正
常
分
娩
の
み
の
対
応

と
な
っ
た
。
医
師
派
遣
元
の
札
幌

医
科
大
学
で
診
療
体
制
復
活
に
向

け
た
検
討
が
さ
れ
て
お
り
、
早
い

段
階
で
整
備
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。

　

病
児
保
育
事
業
は
、
看
護
師
な

ど
を
常
時
配
置
し
な
く
て
も
よ
い

と
す
る
な
ど
国
の
実
施
要
綱
が
、

４
月
を
目
途
に
改
定
予
定
。
場
所

や
人
員
確
保
が
難
し
い
が
、
国
の

動
向
を
注
視
し
な
が
ら
、
実
施
に

努
め
て
い
く
。

問
二　

留
萌
港
の
利
活
用
策
に
向

け
た
魅
力
発
信　

　

苫
前
町
の
風
力
発
電
用
風
車
を

留
萌
港
か
ら
陸
揚
げ
し
た
と
聞
い

た
が
、
今
後
予
定
さ
れ
る
留
萌
港

の
利
活
用
策
を
伺
い
た
い
。ま
た
、

韓
国
へ
の
ト
ド
マ
ツ
材
輸
出
の
現

状
と
課
題
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

答
二　

故
障
し
た
風
車
整
備
の
た

め
、
輸
入
機
材
の
陸
揚
げ
を
行
っ

た
。今
後
段
階
的
に
対
応
年
数（
約

20
年
）
を
迎
え
る
設
備
の
更
新
の

た
め
、
持
続
的
な
陸
揚
げ
が
見
込

ま
れ
る
。
風
車
の
ほ
か
、
政
府
輸

入
米
や
融
雪
剤
、
小
麦
の
持
続
的

な
取
り
扱
い
が
期
待
さ
れ
る
。

　

ト
ド
マ
ツ
材
は
、
平
成
28
年
３

月
中
に
韓
国
、
中
国
に
そ
れ
ぞ
れ

２
千
５
百
ト
ン
を
輸
出
予
定
。
課

題
は
、
韓
国
や
中
国
の
経
済
情
勢

悪
化
で
将
来
的
な
見
通
し
が
立
た

な
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

坂
本
　
守
正
　
議
員

（
民
主
ク
ラ
ブ
）

村
山
ゆ
か
り
　
議
員

（
萌
芽
ク
ラ
ブ
）
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ピロリ菌の顕微鏡写真▲

留萌港から韓国に輸出されるトド
マツ材

▲

老朽化や低耐震性などにより建て替
えに向けた検討が必要な公共施設

▲
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総務費
Ｑ地域おこし協力隊に期待する効果

と、どのような支援を行うのか
Ａ都市部から来た若い隊員の斬新な

考えや課題解決の取り組みを実践
し、最終的に市内への定住などを
目的としています。また、さまざ
まな資格の習得についても本人の
要望を踏まえた中でできる限り支
援していきます。
Ｑホームページリニューアル事業の

入札対象と入札方法は
Ａ市内・市外の業者によるプロポー

ザル方式の入札で決定したいと考
えています。
Ｑマイナンバー制度における写真付

マイナンバーカードの申請状況は
Ａ通知カードについては、すでに

99％近くが市民の手元に届いて
います。

　　写真付マイナンバーカードの申
請は現在1,505件で、そのうち交
付済みは247件となっています。
申請されたマイナンバーカードが
できあがった際は市からお知らせ
をして交付いたします。
Ｑ地域の資源を生かす再生可能エネ

ルギーの進展について
Ａ留萌市に合った再生可能エネルギ

ーの有無について課題などを含め
研究しているところです。
Ｑ平和祈念事業の新たな取り組みと

して市民への講演会などを開催す
る考えはあるのか
Ａ平和への取り組みとして、広島・

長崎原爆パネル展、アニメや記録
映画などの上映、戦争に関する図
書等の展示や貸し出しなど、平和
祈念式典の一連の流れとして毎年
実施しています。また、セミナー
や講演会については、平和祈念式
典事業の中でどのように取り組め
るかを研究していきます。
民生費
Ｑ幼児療育通園センターの増員によ

ってサービスはどのように充実す
るのか
Ａ現在86人のさまざまな障がいを

持つ児童が利用していますが、
28年度からは相談業務を担う児
童発達支援管理者を中心に療育相
談経験のある正職員、作業療法士
などの増員配置により、小児リハ
ビリテーションなどさまざまなサ
ービスの提供を図ります。
Ｑ民生児童委員の任期と担い手の育

成への対応は
Ａ現在79人の委員が活動をしてい

ます。任期は３年間で今年改選期
を迎えます。全国的に担い手不足
と言われていますが、今後も調査、
研究を行い、対応していきたいと
考えています。
衛生費
Ｑ環境美化週間などの際に行った町内

会のごみはどのように収集するのか
Ａ事前に実施日をご連絡いただけれ

ば刈り取った草やごみなどを収集
します。市への連絡を忘れてしま
った場合でも町内会などでの事業
に限り、後日連絡をいただくこと
で臨機応変に対応いたします。
農林水産費
Ｑ農業を核とした産業創出プロジェ

クトにおける幌糠町での水耕栽培
の今後の可能性について
Ａ試験栽培として市では今までなか

った水耕栽培での可能性とリスク
の実証実験を行っている段階で
す。また、新素材を利用した根菜
類の栽培試験も続けていきたいと
考えています。
商工費
Ｑ外国人向けの外国語パンフレット

を作成するとあるがどのように使
用するのか
Ａ今まで留萌市には外国語パンフレ

ットがなかったため、観光施策を
推進するために作成します。まず
英語版と中国版を作成し、外国人
を対象とした旅行エージェントの
PRの場や市内の宿泊施設などに
設置し活用していきます。
Ｑ水産加工品消費拡大推進事業の概

要について
Ａ今年から５月５日が「かずの子の

日」に制定されたことから、生産
量日本一を誇る留萌市では、消費
拡大に向け、さまざまな催事に
参加しPRに取り組みます。また、
子どもたちにもふるさとの産業と
して認識を深めてもらうために給
食での提供も検討していきます。
Ｑまちなかに賑わいを創出するため

の商店街振興組合連合会振興対策
事業費補助金の目的と使い方につ
いて
Ａ商店街の賑わい交流創出などに活

用していただくための事業経費で
す。店舗数の減少など厳しい環境
ですが、活気ある商店街づくりの
ために知恵を出し合いながら進め
ていきます。
土木費
Ｑ旧北海道合板解体工事の手続きの

方法と着工時期について
Ａ平成28年度に入ってから、入札

のための手続きを行います。積算
期間を要するため早くても５月に
入ってからの入札、解体工事自体
は雪が降るまでに完了する計画で
進めていきたい。
教育費
Ｑ温水プール「ぷるも」内のスタジ

オの想定される利用方法は
Ａエアロビクスやヒップホップダン

スなどの運動教室による貸館利用
を想定しています。
Ｑ市内の小中学校に導入されたデジ

タル教材の効果について
Ａデジタル教材をいかに活用するか

が大きな課題であるため、直接学
力の向上に繋がるとは捉えていま
せんが、集中力の向上と楽しみな
がら授業を進めることができると
いった効果が報告されています。
Ｑ音楽合宿に付随したシンポジウム

助成補助金を活用した事業の日程
と内容について
Ａ６月の開催を予定しています。音

楽を通じたまちづくりと題した講
演会やパネルディスカッション、
地元高校生のジョイントコンサー
トなどの内容を予定しています。

予算審査特別委員会からの報告（一部抜粋）平成28年３月９日から11日まで、
予算審査特別委員会を開きました。
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　【議　　案】
・留萌市一般職員給与条例及び留萌市一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例制定について
・留萌市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について
・留萌市幌糠農業・農村支援センター設置条例制定について
・留萌市体育施設条例の一部を改正する条例制定について
・留萌市過疎地域自立促進市町村計画の策定について　　　　ほか29件 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 原案可決
・留萌市教育委員会教育長の任命について　‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 同　　意
　【意見書案】
・給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める意見書
・主権者教育の確立と投票機会の拡充を求める意見書
・地域の中小企業への支援充実を求める意見書
・地域公共交通維持のための財政支援の拡充を求める意見書
・児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書　　　　　　　ほか６件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 原案可決

　第１回定例会が14日間の会期で開催され、平成27年度の各会計補正予算ならびに28年度の各会
計予算を含む議案35件、意見書11件などを審議しました。

こんなことが決まりました
平成28年第１回定例会　３月１日～14日

　市議会議員って、どん
な毎日を過ごしているの
かな～。年に４回の定例
会で一般質問している以
外にどんな会議があるの
だろう。
　できるだけ情報を公開
し、分かりやすい議会だ
よりを目指しています
が、議会用語や堅苦しい
表現が多く、まだまだ課
題が山積しています。
　留萌市議会としてお知
らせしたいこと、市民が
知りたいことに乖離があ
るかもしれませんが、少
しずつその差を縮めなが
ら、開かれた議会を創り
あげていきます。
　16人の議員それぞれ、
信念を持って、精力的に
活動していますので、こ
れからも市民の声を聴か
せてください。
　よろしくお願いいたし
ます。（ゆ）

 　行政視察は、議員が他自治体などの先進的な取り組みをし
ている地域へ出向き、その地域の行政・経済・文化などの実情
を習得し、政策に生かしていくために有効な活動です。
　留萌市議会は、常任委員会の行政視察を市の財政を考慮し、
凍結・実施していませんでしたが、先駆的に進んでいる自治
体などの政策立案までの課題と実施内容を把握する必要性か
ら、新・財政健全化計画終了を機に再開を決め、平成28年度は、
常任委員会視察を中心に実施していくことにしました。
　野崎良夫議長は当時を振り返り「以前は、市の所管職員も一
緒に視察し、お互いの立場から見聞を広げました。政策を立案・
執行するためにも共通認識を持つことは大変有意義。担当課の
予算（旅費など）によりますが、共に行政視察できることを願っ
ています」と、今後の行政視察の展望を話してくれました。

編集後記
3

留萌消防組合議会からの報告

地方創生及び総合計画に関する特別委員会からの中間報告

留萌南部衛生組合議会からの報告
　留萌南部衛生組合議会（留萌市・増毛町・小
平町）の平成28年第１回協議会を２月２日に開
催。プラ製容器・紙製容器分別状況について報
告を受けました。説明によると、３市町合わせ
て汚れたプラ製容器や不適正なプラ製容器がま
だ多く、適正は66.8%でした。
　28年度予算案と条例制定、規則の制定につい
て協議し、新年度は、歳入歳出予算総額それぞれ、
６億9,118万９千円で、負担金は、留萌市が３億
4,153万６千円、増毛町が9,872万９千円、小平
町が9,307万９千円と、27年より減額しました。
　また、最終処分施設において昨年６月から３
カ月間、シリカ濃度が高く水処理を停止してか
ら再稼動までの経過と水質分析結果などの報告
を受けました。

　平成28年第１回臨時会を２月８日、第１回
定例会を３月16日に開催しました。
　第１回臨時会では、留萌消防組合職員給与条
例の一部を改正する条例制定について可決。第
１回定例会では、消防庁舎改築事業並びに消防
車両更新整備について行政報告を受けました。
　また、平成27年度留萌消防組合補正予算（第
３号）、平成28年度留萌消防組合予算、留萌消
防組合職員給与条例の一部を改正する条例制定
について可決。留萌消防組合として新制定条例
である「留萌消防組合情報公開条例制定につい
て」「留萌消防組合個人情報保護条例制定につ
いて」「留萌消防組合情報公開・個人情報保護
審査会条例制定について」の３件を可決しまし
た。
　さらに、留萌消防組合人事行政の運営等の状
況の公表に関する条例の一部を改正する条例制
定についてなどを可決。留萌消防組合議会会議
規則の一部を改正する規則制定について可決し
ました。
　今年度も消防力の充実強化の確立に議会も
しっかり努めていきます。

　平成27年留萌市議会第３回臨時会（６月29日）
において、地方創生及び総合計画に関する調査研究
および審査を行う『地方創生及び総合計画に関する
特別委員会』が設置されました。
　この特別委員会は、留萌市の人口減少の克服に向
けた「人口ビジョン」や「地方版総合戦略」の策定
に向けた議会議論及び第５次留萌市総合計画（19
～ 28年度）の検証と第６次留萌市総合計画の政策
または施策の実現に向けた提案をするための委員会
です。委員長に珍田亮子議員、副委員長に村山ゆか
り議員を互選しました。
　さらに、地域住民生活等緊急支援のための交付金

（地方創生先行型）に対処するため「上乗せ交付金
等検討チーム」を設置、交付分タイプⅡについて、
地方創生るもい市民会議で出された音楽合宿誘致事
業を中心に、地方創生にふさわしい事業展開として
構築すべきとの結論に至り、留萌市人口ビジョンお
よび総合戦略の策定など、４項目について意見とし
て付記して提言書を提出しました（７月31日）。
　交付分タイプⅠについて、市が検討・構想を進め
ている「フリーズドライ機」および「飽和蒸気調理機」
の導入による事業化については提出期限が迫ってい
ることから、議会が独自に起案し理事者に提言する

状況にはないとの結論に至り、４項目について議会
からの意見として報告書を提出し、８月17日をもっ
て解散しました。　第17回の特別委員会（１月18日）
におきまして、第５次総合計画の検証を進めるにあ
たり、各事業などに精通している常任委員会の機能
を活用し、第１・第２各常任委員会の構成メンバー
による第１分科会、第２分科会を設置し、各常任委
員会の委員長を座長としました。
　現在、市の将来ビジョ
ンを描き、実現に向けて
まちづくりの方向性など
を総合的にまとめた留萌
市総合計画の第５次計画
の検証について、各分科
会で議論しています。

＜これまでの会議回数＞

特別委員会 20 回

上乗せ交付金等検討チーム 8 回

第１分科会 2 回

第２分科会 5 回

　その後、第２回協議
会（２月19日）を経て、
２月29日の第１回定例
会で、28年度予算と留
萌南部衛生組合職員取
扱条例の制定などを承
認しました。

▲箱ティッシュのフィルム
　は取り外さないと不適正

▲仙台市の「中山e-まちづくり」を視察する産業建設常任委員会（平成15年）


